
建設発生土受入要領 
 

 

１．受入残土  

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年１２月２５日法律第１３７号）で定

める産業廃棄物以外で、建設工事から発生する次に掲げる土砂（以下「建設発生土」と

いう。）とします。 

  ・道路事業等から生じる土砂等 

  ・上下水道工事等から生じる土砂 

  ・河川・池・沼等の改修及び浚渫に伴って生じる土砂 

  ・その他、各種工事等から生じる土砂等 

  ※ただし、粘性土・軟弱土については受入れできない場合があります。また、建設発 

生土の搬入に際し、集中監視場所で不純物の混入がないか確認を行うとともに、埋 

戻し現場において監視員等による最終確認を実施しています。 

 

 

２．建設発生土の受入契約  

  地下水の水質保全を図るため、建設発生土の搬入に当たっては、公社埋立処分地管理

運営規程第７条の規定に基づき、公社が実施する事前分析検査に適合したうえで、搬入

受入契約を締結します。 

 

 

３．土壌分析検査  

 ① 土壌の安全性に関する判定基準は、土壌の汚染に係る環境基準によるものとします。 

 ② 建設発生土の搬入が、工期等の関係で１年以上継続する場合には、その後において

中間分析検査を受けなければなりません。 

 ③ 事前分析検査及び中間分析検査は、契約者立会のもとに、公社調査員による現場調

査（試料採取）により実施します。また、その費用は、契約者の負担とします。 

 ④ 受入土砂の安全性を確保するため、建設発生土搬入に際し、埋戻し現場で監視員等

による展開検査及び調査員による抜取検査を行います。 

   また、既搬入の建設発生土についても定期的に検査を実施します。 

   その費用は、公社が負担します。 

 

 

４．受入日時  

 ・受入日は、月曜日から土曜日です。（第２、第４土曜日は受入を休止しています。） 

・第２、第４土曜日、日曜日、祝日及び公社が受入れできない特別の場合（年末、年始、

夏期休日、台風等）は、休業日です。 

 ・受入時間は、原則として午前７時３０分から午後５時までです。 

 

 

12/29～1/5 

8/13～8/16 



 

 

５．受入処分料  

車  両  別 単価／１台当たり（内税） 備  考 

１０ｔ車（５．５㎥換算） １２，６５０円(公共) 

お支払方法：原則振込 

※詳しくは、公社へお問

合せ下さい。 

１６，５００円(民間) 

 ４ｔ車（２．２㎥換算） ５，０６０円(公共) 

６，６００円(民間) 

 ２ｔ車（１．１㎥換算） ２，５３０円(公共) 

３，３００円(民間) 

 

 

６．建設発生土搬入申込みの手続き等  

 ★ 申込に必要な提出書類 

 ①請負契約書等の写し、または、工事名・発注者名・請負者名等が確認できる書類 

 ②設計書の写し、または、発生土量が確認できる書類 

 ③工事場所が確認できるもの（位置図） 

 

 

７．契約までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財団法人 城陽山砂利採取地整備公社 

  所在地 〒610-0121 京都府城陽市寺田水度坂 130 番地（鴻の巣会館２階） 

  ＴＥＬ ０７７４（５５）９５０６    ＦＡＸ ０７７４（５５）９７３２ 

  ＵＲＬ http://www.joyoyamajari.jp  Ｅmail kousya@joyoyamajari.jp 
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★ 集中監視システムを運用しています。 

・搬入車両は、集中監視場所（長池地区・青谷地区）から搬入し、青谷地区はトラッ

クスケール（コンピューター管理）により計量します。 

・適宜行う展開検査で、産業廃棄物等が混入されている場合は、契約者に引取等をお

願いします。 


